
チリ軍事政権の「国家の再建」について

は じ め に

I 軍事政権の法本 ｝j 針
II 経済再建政策とその効県
皿 軍事政権と批判勢力

むす－ ,yにかえて

は じ め に

1973年 9 月 11 日， チリの三軍と警察によるクー

デタ ーでアジェンデ人民連合政権が打倒され， ピ
ノチェット軍事 政 権が成立してから4年が過ぎ

た。 ラテンアメリカ諸国の中では例外的に議会制

民主主義の長い歴史を持つチリで， 軍事政権がこ
れだけの期間続いているのはまれなことである。

この軍事政権は， アジェンデ政 権 期〔1970年1l

J」～73年9月〕に破壊された国 家の再建という大

義名分のもとに， クーデタ ー以来ずっと戒厳令・

夜間外出禁止令をしき， 左翼の諸政党組織を非合

法化して弾圧し， 議会を閉鎖， また政党と一般市

民の政治活動や集会・ストライキを禁止して， ア

ジェンデ政 権 時 代の行き方をほぼ白紙にもどし

た。 そして政治的には「反共産主義J ［国家の安

全」の原則を最優先して， 従来の西欧型の議会制

民主主義のル ー／レを否定し， 「新しい型の民主主

義」の創出とその制度的な定着をめざし（＝権威L

t量的体制Jている。 また経済的には， アジェンデ、

政

権時代に噴出した数百ノξ 一セントにもおよぶ高率

のインプレ ー ションを抑制するためにきびしい引

き締め政策をとるとともに， アジェンデ政権が鉢l
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鉱山を無償で固有化したためにこじれていたアメ

リカとの経済関係をこれを補償することによって

改善し，国際収支・財政収支の均衡，物価・貿易・

資本の自由化， 国営企業の私企業化， 接収されて
いた農場の旧地主への返還などをはじめとして，

チリ経済の海外競争力強化のために最近30年間に

支配的であった国家による保護主義的な経済政策

の伝統を根本的に修正して， 市場の自由な動きを

最大限に利用しての経済成長・効率をめざした「古

典的」とも言えるほどの自由主義経済体制の再建

を強力に押し進めてきている。

しかし， クーデタ ー 以後のこれらの政治的・経

済 的 諸 政 策が相当にドラスティックであること

と， 戒厳令を背景とする強引なものであるため，

政治的には軍事政権は， 政治的民主主義， 市民的

自由， 基本的人権を極端に抑圧しているとしてク
ーデタ ー以来ずっと国連その他の国際機関， キリ

スト教民主党， カトリック教会などをはじめとし

た内外からの非難をあびてきている。 経済的にも

戒厳令によって労働組合・同業者組合のストライ

キは禁止されており， このため軍事政権の政策遂

行能力は歴代の政権のなかではくらべようがない

くらい大きいにもかかわらず， 1973年末以 来の

「石油ショック」の影響と， 外貨収入の柱である

銅の国際市場価格の低迷という国際的な要因も加

わって， 75年には経済成長 率マイナス15%， 物

価上昇率 340% ， 失業率 20%とチリの最近の歴史
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のなかでは30年代初期に世界経済恐慌の影響をこ

うむった時の事態に次ぐ最悪の危機に直面した。

チリ経済はこの1975年に底をつき，その後ゆるや

かな凹復過程にあるが，内外の情勢からみて，本格

的な回復にはなお相当の期間が必要と思われる。

このため軍事政権は， 「国家の再建jのための

これらの諸政策の実施とその効果をめぐって，国

内的にはこれらに批判的なキリスト教民主党やカ

トリック教会とかなりきびしい対立関係にあるの

が現状である。

本稿は， 19n年のクーデターから最近までのチ

リ軍事政権の「閑家の再建」の諸政策を概観した

ものであるが，第 I節ではその基本方針，特；こ政

治体制を，第H節では経済再建政策とその効果

を，第阻節ではキリスト教民主党とカトリック教

会による軍政批判を扱うことにする。なお本橋で

は，資料はすべて公式のものを使用したこと，分

析の範聞を国内要国（それも政党レベルωそれ〕の

みに限定したこと，軍部そのものや打倒されたア

ジL ンデ派の動向については筆者に知るどころが

ほぼないこともあって割愛したこと，などの点で

限界があることを断っておきたい。
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Ⅰ　軍事政権の基本方針
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I 軍事政権の基本一：1J主i

1973年9月のクーデターでアジェンヂ政権を打

倒した軍部・警察，およびこれを支持した大多数の

チリ国民にとってはCi!:I ），民主主義的な方法で社

会主義社会の建設をめざしていたとされるアジェ

ンデ人民連合政権は民主主義的な政権であったど

ころか， 「言論の自由，集会の権利，ストライキ

の権利，請願の権利，所有の権利，および尊厳か

っ保障された〔市民の〕生存に対する一般的権利

などの基本的権利をきわめて不法な手段によって

破壊したj(II 2）ばかりでなく，階級闘争を人為的

にあおることによってチリの政治・経済・社会，

すなわち国家的秩序そのものを破壊し大混乱にお

としいれた，チリの歴史のなかでもff1Jをみないほ

どひどい政権であり，クーデターはこの国家的な

危機からチリを救った「愛国的な政変jにはかな

らなかったっ

それゆえ，軍事政権が戒厳令をし，てこの4年

間適用してきた諸政策の目標は，公式には，このア

ジェンデ政権期に破壊された国家の再建（Recons-

truccion nacional）をめざしたものということにな

っている。この再建の中心的な課題は政治的安定

と経済のたて直しのこつであるが，まず軍事政権

の基本的な立場からみてみるとーラ

「...."lji部と？手袋は政権を維持する期間をし、

つまでとは定めない。なぜなら国家を道徳的，

制度的および物質的に再逮する付。事は深刻，hつ

長期の活動を必要とするからである。決定的な

ことは，チリ国民のメンタリティーを変えるこ

とが急務である。しかし，このこと以上に重要

なこととして，現政府は単に行政管理的ほ政

府，すなわち前後二つの類似した政党政府（dos
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(;obiernos partidistas similares）の聞にはさまるひ

とつの挿入匂，にみずからを限定するつもりは

ないことをこれまではっきりと宜言してきた。

言ヤかえれば，現政府i土，その行動あるいは怠

慢のためにチリ国家の実質的な破壊をもたらし

たとし、う点で重大な責任を負っている当の政治

家達に再び権力を返すために秩序の回復につと

めている，いわば政党政治の『一時的中断』を

章味する，政府ではないということである。軍

部と警察の政府は，国家の行く手にひとつの新

しい段階を画し，健全な市民的慣習のもとで育

成されたチリ国民の新しい世代のために道を聞

くことをめざしているつJ

軍事政権は，クーデターから 6カ月後の1974年

3月IHI，かなり長文の再建方針を発表，それ以

来この方針に沿って政策を適用してきている。 と

に引用したのはその方針の一節であるUE3）。

弓われていることはきわめて明瞭であるn 長期

にわたって政権は維持する。もう以前のような政

党政治には浜らなL、。政治家に権力は渡さなャ。

チリ国民の物の考え方を変える。もう少しつけ加

えると，この方針には，軍事政権はチリ社会に新

しい近代的な制度を定着させることに努め，その

うわ併をみて普通選挙を実施してほ民が選んだ人

々に政権を引き渡す，軍と警察はその時には新し

ャ；伝法が定めるは一！ーの広い意味での菌防行為に従

事するが，従来のように政治に対しての観客とい

う立場はとらず，むしろ政治の主導者としての使

命を采たしいとし、く、 とも述ぺられてL、る二

以上のことから明らかなように，ピノチェッ卜

軍事政権は非常時体制をと＜Jてし、主主暫定的fょ政徳：

などでは決してなくて，これまで約150年続いてき

た政党政治に基づくチリの議会制民主主義のあり

方そのものを，アジェンデ政権期の経験から共産
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主義の脅威に弱い政治制度であるとしてこれに見

切りをつけ，自由主義・資本主義国としての国家的

秩序を防衛するために，軍主導型の新しい右翼的

な政治社会体制の創出を相当の決意をもってめざ

している強大な政権であってー一一軍部はクーデタ

ーを起こした日にちなんでこれを「 9月11日運動」

と呼んでいる－，これまでの 4年間はこのため

のごく最初の制度的な基礎の確立をめざしてきた

時期といし、うる。たとえば，ピノチェット軍事評

議会議長の大統領への昇格（1974年6月26t-=l），大統

領の諮問機関である国家評議会の設置（19761F’1月

15日），いまだ部分的であるが新しい憲法の公布

(1976年9月11日）世4），すでに非合法化されてu、

る左翼の諸政党以外の全政党に対する解散措

置（1977年3月11日），などはその政治的側面であ

る。

したがって軍事政権が推進している「再建」と

は，以前のようなかたちでのチリ国家の再建では

なく，右翼的な再編ニ改造といったほうが適切で

ある。この軍事政権を支持・推進している主勢力

は，言うまでもなく，陸・海・空の三軍と警察で

あり，その主要な協力者はかつての悶民党，キリ

スト教民主党の右派の一部，およびとれらの傘下

の団体・組織である。すなわち政府，官界，学

界，および公共経済部門の重要な地位についてい

るのは，陸・海・空の三軍と警察の指導的幹部，

旧国民党・キリスト教民主党右派系の実力者，大

物，エリート，テクノクラートであって，軍事政

権の政策はこうした人々に指導されており，ジャ

ーナリズム界のエル・メルクリオ（ElMercurio) 

社，産業界の工業振興協会，地主階級の連合体で

ある全国農業協会など，従来国民党寄りであった

諸団体に支持されている。たとえば， 1976年 1月

に設置された「国家評議会」は，新憲法の草案作

チ日半事政権の「国家の再建jについて

りから外交，内政，その他さまざまな重要問題に

ついて大統領に諮問する機関であるが，そのメン

ノξーは，アレサンドリ元大統領，グスマン (Jaime

Guzman）弁護士などの国民党系の指導者， 1948年

に共産党を非合法化したどデラ（GonzalezVidela) 

元大統領（当時は急進党），キリスト教民主党系右

派のカルモーナ（Juande Dios Carmona）元上院議

員，アジェンデ政権末期に長期のストを指導して

アジェンデ政権を苦しめた，エル・テニヱンテ銅

鉱山労働組合のメディーナ（GuillermoMedina）議

長，最高裁判所判事，など18人の著名な保守系の

大物からなっている。

それゆえ，ピノチェット軍事政権の性格につい

ては，軍事独裁政権，軍事ファシズム，協同組合

国家，などさまざまに言われているが，実態はそ

れまで政治的に中立を保ってきた軍部・警察がそ

れまでの最も伝統的な保守的支配層の諸勢力の側

についたものであって，その基本的なイデ、オロギ

ーは，アジェンデ政権期の混乱をば西欧型の民主

主義の必然的な帰結であり，その破産が立証され

たものと総括していることにある。なぜなら，こ

れらの人々によれば，チりの左翼勢力はこの政袷

制度をたくみに利用して民主主義的な装いをもっ

てアジェンヂ政権として登場することに成功し，

しかもこの少数派政権による圧政，横暴，チリ社

会の破壊を前iこして多数派の野党の政治家遼（民

主主義勢力）はこの政治制度のもとでなすすべを

知らず，軍部と響察によるクーデターによっては

じめて共産主義からの解放がなしとげられえたか

らである。共産主義に対する西欧型民主主義の限

界が明らかになったとするのである活5¥

こうした総括の仕方は，チリの保守勢力にとっ

てγジェンデ政権の 3年間というものがいかに大

きな衝撃であったかを物語っており，この意味で

6ラ
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クーデターはチリの右翼の総反乱であったと言い

うる。というのは，アジェンデ政権がとったチリ

社会の社会主義的変革の方法は，少数与党で立法

能力がなかったために，既存の法律をできるだけ

拡大解釈しながら総動員し，憲法が定める諸条項

一一特に大統領の大幅な権限，議会の議席数の 3

分の lを上まわれば政権維持が可能という規定な

どーーを最大限に利用するという，いわばギリギ

リの合法性の追求であり，これに対して国民党や

キリスト教民主党がとった対抗措置は，これも既

存の法律を総動員して反対することであった。そ

してこれらの反政府勢力がどうしようもなくて最

終的な措置としてうった手が，国有化制限法案

（ノ、ミルトン＝フエンテ fルパ法案）や40ヘクタール

以下の農場の接収を禁ずる法案，のように，憲法

を一部修正して，一番外側からアジェンデ政権を

しばろうとすることであった。したがって，アジ

ェンデ政権末期には，政府側と反政府側の間でこ

うしたギリギリの法的闘争が行なわれていたわけ

で，反政府勢力の一翼であったキリスト教民主党

は，アジェンヂ政権の横暴を許した大きな要因

は，少数派でも 3分の 1を超えれば政権維持が可

能な規定や強大な大統領の権限，といった制度上

のー側面に問題があったからであり，チリの民主

主義全体ではない，として軍事政権とは少し違っ

た総括をクーデター以後行なってし、るからである

（注6)

したがリて，軍事政権の方針が明確になった

1974年 3Jjの時点で維の自にも明らかになったこ

とは，軍事政権の登場は，アジェンデ人民連合政

権とその支持勢力の総敗北であったばかりではな

く，議会制民主主義擁護という政治的原則から

1970年の末にアジェンデ政権の成立を支持し（国

民党は反対した），後には独裁的・全体主義的とし
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てこれに反対し，ついには軍事クーデターを支持

し，そして軍事政権を以前のような民主主義的政

治体制に復帰するまでの聞の，短期間の，過渡的

な秩序回復政権とみた，キリスト教民主党の政治

的・思想的な敗北でもあったということである。

チリ国家の実質的な破壊という事態に責在を負っ

ている政治家達，と先の引用文rpで非難がましく

言われているのは，主としてこのキリスト教民主

党のことをさしている。

さて，自由主義・資本主義を守るための新しい

体制とはどのようなものか，まず国家・社会のあ

り方の理念についてみると，それはマルクス＝レ

ーニン主義による階級闘争史観に引き裂かれた，

混乱，憎悪，暴力の社会（＝ アジェンデ政権），大量

消費，平等主義，諸要求貫徹の無秩序・無責任の

大衆民主主義（アジェンヂ政権に先行するチリ社会）

に対置された階級調和・秩序・規律・平和・連帯

の社会の建設による国民的統一（Unidadnacional) 

の達成と「偉大な国家jの建設である（注7）。

そのためには， 「チリ国民の精神的な統合こそ

がチリ社会の進歩と正義と平和の土台であるjと

して軍事政権は，これを破壊する共産主義｛思想）

（そしてナチズムのような国家社会主義）を断固として

排除する立場を鮮明にし，チリの伝統的な支配的

宗教であるキリスト教（特にカトリッケ）的ヒニェー

マニズムに基づいた人間・社会観とスペイン的な

伝統とをそうした土台とすることを宣言してい

る。これによれば，国民の基本的人権や市民的自

由こそが国家福力に優先さjしねばならない大原則

であって，これに加うるにキリスト教的な社会秩

序が「真に自由で民主主義的な社会」の基礎であ

る。したがってこれまでのように国家権力が個人

や社会，経済の領域に介入するという事態は可能

な限り避けられねばならず，国家が行なうべきこ



とは「すべてのチリ国民が自己の全的実現を達成

できるような社会的諸条件」の確立（国防もこうし

たなかに含まれる）であって，あとはなるべく自由

なほうがよU、。

こうしたことを確立するために軍事政権がとっ

てきた具体的な措置は， 「国家の安全保障」の名

による国内の治安の強化と反共産主義政策，政治

犯とされたアジヱンデ派の人々の釈放（追放）と

次節でみるようにかなり徹底した「古典的Jとも

言いうる自由主義的経済政策の導入であった。

周知のように軍事政権は，権力掌握後ただちに

戒厳令・夜間外出禁止令をしき， 「共産主義のイ

デオロギーはチリ国家に対する攻撃とみなす」と

して，左翼の諸政党・組織を非合法化して徹底的

に弾圧し，官界・学界・労働界からアジヱンデ派

を一掃した。また国家保安法を強化して政権を転

覆あるいは批判するあらゆる活動をきびしく取り

締って国内の治安を確保した。議会の閉鎖，非左翼

政党・一般市民の政治活動の停止（RecesoPolitico), 

言論・報道の統制，集会・ストライキの禁止もこ

の一環である。

以上のような戒厳令体制は， 1973年9月のクー

デター直後の I戦争状態における戒厳令」， 74年

9月以降の「国家の安全のための戒厳令」， 75年

9月以降の「国内の安全のための戒厳令J, とそ

の厳しさの度合いを徐々に弱めながら現在まで継

続されてきているが，これは一つには，軍事政権

下で武力による抵抗を続けてきた唯一の勢力であ

とら革命的左翼運動（MIR）がクーデクーω約 i年後

( IY74{].JOJJ）までにほぼ壊滅させられて軍事政

権に対する左翼勢力による大きな抵抗がなくなっ

たこととみあっている。しかしこの戒厳令体制は

現実には，国連，米州機構人権委員会，国際労働

機構，などの国際機関でのチリ政府非難決議，ボ

チリ軍事政権の「国家の再建」について

イコットがクーデター以来ずっと行なわれている

こと，民主主義の固から一転して人権抑圧の代表

国のひとつに数えられている対外イメージの悪

さ，またキリスト教民主党，カトリック教会によ

る軍政批判，などが示しているように国内外でき

わめて評判が悪い。ただ軍事政権自身は，現在の

基本的人権や市民的自由の「制限」は，あくまで

もクーデター以後の非常事態（テロリズムの鎮圧）の

もとでのものであり，チリ社会の「正常化」が達

成されるまでのやむをえない措置であって，圏内

外で流布されているような人権の極端な抑圧なる

ものはすべて嘘であり，国際共産主義とその手先

による中傷以外のなにものでもなく，チリ政府は

基本的人権と市民的自由を尊重している，という

立場をとっている。こうした立場を立証するた

め，国際的な非難，フォード政権下でのキッシンジ

ャー特別補佐官，サイモン財務長官による人権の

状態に関する憂慮発言（1976年4～5月入大統領選

挙の際のカーター候補のチリ政府非難の発言，な

どアメリカによる圧力もあって， 1975年から76年

にかけて，当初1万人を超えていたアジェンデ派の

政治犯を少しずつ釈放した（注8）。釈放された政治

犯のほとんどはただちに国外に亡命した。 1976年

末のチリ共産党のコノレパラン（LuisCorvalan）書記

長とソ連反体制派知識人のブコフスキーとの相互

釈放は国際的なニュースとなった。この相互釈放

は， 1977年の 6月に，東ドイツの政治犯11人とチ

リ共産党のモンテス (JorgeMontes）元上院議員の

聞でも行なわれ，軍事政権によれば，この釈放に

よって， 73年 9月のクーデター以来戒厳令違反で

逮捕・勾留された政治犯は全員釈放された。

以上のことからみると，現在の戒厳令はいずれ

は撤廃されるはずのものであるが，現実には軍政

を批判したキリスト教民主党の大物，ハイメ・カ
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スティージョ (JaimeCastillo）の国外追放 (1976年

8月〕，キリスト教民主党系のラジオ放送局の閉

鎖（1977年 1月）が示しているように，軍事政権

は政権批判者にきびしい態度で臨んでおり，また

1976年 9月の新憲法の公布の際に， 「国民の権利

と義務」の章とともに，有事を想定した「非常事

態の諸措置」の章を同時に公布したことは，戒厳

令がとり払われでもいつでもまた復活できること

を示しており，以上のことは軍事政権がいかに

「国家の安全jの名による治安を重視しているか

を示しているものと言えよう位9¥

軍事政権がめざしている新しい政治体制につい

て雷えば，当の軍事政権自身これを「権威主義的

政権J(Gobierno autoritario）と呼んでおり，キリス

ト教民主党などの圏内批判勢力もそう呼んでい

る （ただし‘アジヱンヂ派の人々はつァシズムと規定

している〉。軍事政権によれば，これは共産主義の

脅威に弱いことが実証された従来の複数政党主義

に基づく大衆民主主義に代わる強力で真に民主主

義的で安定的な政治体制であり，そこにおける「真

の民主主義！とは「権威主義的で，保護された，統

合的な，技術化された，そして真に（国民の〉社

会参加を促進十る」という特徴を持った民主主義

である（注10）。

西欧型民主主義とも全体主義とも異なる政治体

制としての「権威主義的政治体制ilJについては，

近代政治学の分野で研究の成果が出されているの

で詳細はとれらの研究に譲るが位11)，普通には，

スペインのフランコ政権，インドのガンディ一政

権，ブラジルの軍事政権などジャーナリズ、ムでは

時に「強権政権Jとも呼ばれることもある f強力

な政権Jで，その特徴は，要するに，大きな社会

的変動を伴うことなしに，！日来の支配者階級によ

る「近代化」を強大な権力を背景に進めているこ
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とにあり，チリの軍事政権についてもこうした議

論が妥当するものと思われるが，チリの軍事政

権については，以下のような特徴がみうけられ

る。

その一つは，冷戦的反共イデオロギー，国家安

全保障の重視，政権の体制が軍・警察・保守的テ

クノクラート指導型で，国民党・キリスト教民主

党右派出旧来の支配属が主要な協力者であるこ

とである。

そのこつは，市民・大衆の非政治化（Despolト

吋zacion），と企業経営への参加，を通じての翼賛体

制化を進めていることである。すなわち軍事政権

は， 「個人と国家の間に存在するあらゆる団体」

の非政治化をおし進めた。これはアジェンデ政権

期に，労働組合，同業者組合．隣人協議会，母親

センター，などほとんどすべての市民組織団体が

アジェンデ、政権支持か否かで分裂して争ったため

に，これらの団体から政治色をぬぐい去るための

過渡的な措置かとみられていたが，実際にはそう

ではなく，これらの団体を政治とは関係、のなし、職

能団体へと戻し，政党の入り込む余地をなくすた

めの排震であった。軍事政権は， 「政治家はヂ

マゴーグであり，国民を分裂させる。彼らが復帰

することはありえないj とくり返し表明してきて

いる。そして責任と連帯のある「社会的参加jを

労働者に保障するために， 1975年5月には，企業

での経営参加と職業~JII榛を法律として制定して実

行に移し（注12），また76年9月の新憲法では労働

者の経済的要求は資任あるものでなけれlぎなムな

いとしてストライキ権を禁止してしまった。現

在，労働者の賃金は，インフレを考慮しての3カ

月ごとの調整，政府・使用者・労働者の三者委員

会などの方式で決められており，不満のある部門
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ザーリ軍事政権の「国家の再建」について

クーデター直前の政党別の議員数は以下の

院｜下

:n so I 
（注） 本社会党，共産党など6党。

すなわち， クーデタ一両前までのチりの政党は，大雑

犯に言ラて，右派の国民党，中間のキ日スト教民主

党，／王派の人民連合諸党の 3大潮流にわかれていた。

歴史的に言うと，このう h国民党（元の保1・笠・自治

党， 1966年l己合併〉は，支持基盤が大地主・大企業・

所業・金融界などの伝統的な保守的支配層であり，

1958～64年にホノシへ・アレサントワ孜権を擁立，自治

（放任）主義的経済政策を適用した。キリスト教民主

党i主，支持基盤が中小地主・資本家・自由業・ホワイ

トカラ一層などのプノレジョアジー・中産階級であり，

1964～7()i下J乙エドゥアルド・フレイ政権を普並立，改良

主義的経済政策を適用した。人民連合諸党は，支持基

盤ぷブノしーカラー潤・貧農・自由業・公務員などの労

働者・農足階級であり， 1970～73年iこサルパ fIレ・ア

ジヱンデ政権を擁立，社会主義的経済政策を適用し

/: c 得渓率の傾1:,1でみると，キリスト教民主党と左派

が伸びて，右派が後退していた。クーデター直前には

国民党と宍リスト教民主党が連合してアジェンデ政権

lこ反対していた。したがって，クーデターは，政党レ

ベルでみる！渡り，ヰリの大多数の1調廷に支持されたも

のであった。

｜比率（%〉

69 I 
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82 
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（注 1)

とおり。

の労働者の代表による陳情は大統領，労相が受け

というかたちがとられている。つける，
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キヲ λ ト教民主党
国民党

急進左翼党
急進対土党
人民連合議党朱
人民社会同盟

チりでは歴史的にすでにこうした

「権威主義的政権」なるものについては非民主主

義的な政権だという認識が一部には定着している

その三つは，

その具体例はかつての保守党とキリ

スト教民主党との論争である。すなわち， 1960年

代初期までの，国民党として自由党と合同する以

ことである。

前の保守党は，私的企業制度の絶対的擁護，保守

的なカトリ、yクの社会秩序とともに， 「民主主義

の理念を維持しながらも権威ある強力な政権の登

「スベインのフランコ政権をカ

トリック的な政権の理想、」世14）としていた。それ

故1964年の大統領選挙に際して，左翼勢力の胎頭

場を望み」（由一13),

を懸念した同党は，「同じカトリックの党であるJ

キリスト教民主党に連合を提起したが， こうした

「非民主主義的政権」に敵意を示す「カトリック

でも保守党とは全く違うJキリスト教民主党と論

争になったことがあった。結局，保守党がキリス

ト教民主党のフレイ候補を支持することになった

l附｜肌 I1蜘 Ii幻1

判スト教民刊 五五了U I 41.01127.7 
左派諸政党 I 12.32 I 29.9 I 21.84 I 9.2 
:fi ,It; 諸政党 ｜お.14I 30.2 I 15.42 I s.1 

（注2) 1973年9月11日，軍事評議会布告第5号，

Secretaria Ceneral de Gobierno, Libra blanco del 

cambio de gobierno en Chile, Stgo, Editorial Lord 

Cochrane, 1973, p. 248；チリ軍事評議会編，妹尾作

太守監訳 fチリ政Jl：白書， if！：虚11'¥命と人じ汚うが』

自由社 1974年 128ベージ。

（注3) Junta '¥1ili句zdel Gobierno, Dedaraci6n 

de princij,ios del gobierno de C似た， Stgo,Editorial 

Nacional Gabriela Mistral, 1974, pp. 2泡ー29。なお守｜
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この時キリスト教民主党は，保守党を

「反動，独裁政権・ファシズム・権威主義的政権の

支持者」と論難した〈注目。

したがって，現在の軍事政権はイデオロギー的

にはかつての保守党の継承者ということができ，

実際に軍事政権のイヂオローグも平和と繁栄と政

治的安定を長期にわたって維持したとしてフラン

コ政権を高く評価している問問。そして一方のキ

リスト教民主党は，フランコ政権以後のスペイン

の民主化への動きや，イシ J.；＇のガンディ一政権の

敗北を，こうした権威主義的政治体制の非民主主

義性と非有効性が陛史的に立証されたものと判断

し，軍政批判の一つの拠り所としている。

のだが，
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用文中の「partidistaj は partido（政党）の形科ふj

で，普通は，「党派守一義的」という玄味で妓われる。策

事政権は，過去のすべての政権・政党は党派主義的であ

ったとしてこれを否定，政党政治の時代はもう務わ－，

た，党派：主義的でない国民主義的（nacio田 l）な立場そ

芯1,,1°／る，と安；iしている。このため三こでは特に「政

党の」という怠味iこ訳して t;c、子。念：のごめ。

Ut4〕 この新窓法の内平年は以下のとおりであ乙。

第 L草凶家評議会，第2主主チリの:tr.湘IH支の袋詰E，お

3 ／｛，：国民の権平IJと義務，第 4草 :JI常事態の言者措置。

なお！日波法は1833年憲法ーを改－IEして1925年 9月30fl

IC国民投票にかけられ，同年 9JJ18 i i公布。以後部分

的な修止を経ながらTl年 9月IOfl主てとJj}jを舛 Jノてい

たの内科は以下の通り。品1HiJ1局家・政府・ i字盤，

第 2ij: ！潤籍・ l)jM';権，第 31,'i:1i!Ht保障条例， 1#4卒。

悶会・下院・上院.ri司会の権能.t声。伴の制定ー 国会の

審議，第 5lji：共和問大統領・ i革H企， W!i詣憲法裁判

所・巡挙資絡，議 7孝司法， iおお京地 )j内if，‘長＂， 9 

e,:地 Ji行政，第10車 i革法改1Eのずザc(以上？と109条〕，

したがって新憲法ii旧怒i去の第 1＇一かン治； 1箪までの

範聞に相当奇-rるが，内界It大幅に異なっているのこの

新憲法は凶民投票を絞ずに公布きれ t-"

（注5) ただしこれはあくまで政治制度iこ関してて

あって，軍事政権がこれまでの問欧型の｛悩依モ経済体

制を防衛するという点l土変わらないことはilうまで 4,

ないことで， こうした点から軍事正主権はたとえばソノL

ジヱニツインそ高く祥備し，いずれ必ヨ 口ッパもソ

連とごエ ロコ＇＂ ι ズムの攻勢iこよムて， クーテター

でアジ ι ンデ政格を｛到したチリの軍事政権点、吋1/iiして

いる課題iζi百曲、ずることになろう，と予測している。

したがって軍事政権の世界観はきわめて冷戦的な Qjy

であり，チリ箪事政権lよみずから全両洋文明防衛（））iii. 

先端にいる，とみているようである。

（注 6) Palma Vicuna, Ignacio, Aportes para un 

analisis de la crisis chilena, Estudios lnternaciona-

les, a白ovii, abril-julio, 1974_ 

（純 7) Declaradr!n de・ ... , pp. 21-22.なれJ;:,(f 

の解説はこの rJJ針jや1976主干の新策伏、などめ資料

としているの

(llム日） アバりカの！と；／Jであ乙虫、， 1976'l三：ζ ワォ

ド政権はチリの人権状徹が改浮きれてし、な I，，とし℃手

りへの主算事桜i仰を’削減しYこが， ヒノチ .:r." I・ 場事政権

はこれを 1在大な内政干渉だとして終ll/J~’相去し

7o 

ータ一人権外交政権；よ 7 ォード政権と伺じ措鐙をブラ

ジル， ウルクァイ， 7 ノレゼンチン iこ対してと・， tこが，

いずれの国も援助を招否した。チ 1のケースはこれら

のれましり j である。

(/l 9〕 新書憲法によると，大統領は箪事評議会の承

認を得て1!'1君事態の扶貯をとれるようになってい乙。

IH波法では， J：＼厳令の公一命：t国会の＊必が必要であ η

f：。たとえばー197:l年 β 汀29日のクーデター未遂事例の

苦言には γ ジヱンデ大統領：1戒厳令の施行を禦んだが少

数与党であ〆lたために断念したc こうした点かんみら

と，現＃：の軍事政権の権力l士制！勺！C大きいということ

ヵ：hかミ：.0 

(,1 10) ／）内.Zara,ir!nde・ , p. 23 .tJよUl977今－ 7

11 9 II のヒノヰェノト大統領の i~i 説。 ElAferrn1・io,

10 de julio, 1977. 

¥ltll) llifll自宅りJ. I JJI.代ッランノLの権威主義体jj;IJ

芹イテオロギ...J （「γ ／ア経済』 第17巻第 1・2号

197fri'L l・2丹7壬I，止 ＇：乃「権威主必 i内政治体制j」なる軽量
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Ⅱ　経済再建政策とその効果
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ネワ軍事政権の「国家の再建」について

73年 1月 133, 73年 8月52), (e）私100とすると，

的生産部門における投資の減退による経済諸部門

の生産水準の72年と比較しての全般的低下，特に

農業生産の大幅な後退（－24.2%），経済成長の悪

化（ ：円心，（f)国際収支・外貨事情の悪化，対外

｛責務の増加（7ジェンヂ政権成立直前の1970年10月に

約3億'3000万ドルあ η た中央銀行の外貨保有高は， 73

chilena, El Mercurio, 13--15 de diciembre噂 1割76，な

わこの中で J 、lロ・イパニ＂＇ 7、は， i有妙、の民主主義ii

フランス革命以後， 19世紀iζ広まったもので現代には

もうそぐわない，1i"¥－ ~,IJ 度だと断定しているn

粁済再建政策とその効果TI 

チリ社会の社会主義的な変革をめざしたアジェ

ンデ政権の経済政策は，大きな課題としては，銅

話回糠の国有化，主要産業・企業の国営化，農地改

また対外債務はアジ年9月iこはが）4100万ドyレに減少，

ェンヂ政権の3年間に約8億ドル増加した〉，などに示

されるように深刻な経済的危機におちいってい革の徹底化，所得の再分配，

たが，その効果としては大きな失敗であった従 1)0 

3年持ちとたえたアジェンデ政権下でのチリ経

などを内容としてし、

fこ〈注 2）。

これらの経済的危機を受け継いだ軍事政権は，

経済の立て直し（recuperac出 1econ6mica）を国家

この経済蒋建

政策の特徴を一言で言えば，均衡財政主義，市場

機構の自由な動きと貿易・資本の自由化を最大限

に保障することを内容とした「古典的」とも嘗い

うるほどの徹底して開放的な自由主義経済体制の

の再建のための大きな柱に据えた。

済は， 1971年はかなり順調であったが， 72年の

後半以降，階級闘争の激化とともに急速に悪化

の傾向をたどり， 73年9月のクーデター直前iこ

は，（叫チリの経済史上かつてない高率のインフレ

ーションの発生（72年料月から 7:l年8月ま？の 1年

(b）財・サービスの需給関係の不均間， 30:l.6%),

これらの経済的危機

を克服し，同時にチリ経済の体質（特に対外的競争

力1を効率的，合理的に強化しようとするもので，

それはアジェンヂ政権期の経済政策の主要な内容

を白紙に戻すとともに， 1930年代末期の人民戦線

政権以来ほぽ30年間にわたってチリに支配的であ

再建をはかることによって，衡，日常生活物資の不足（隠降）と関市場，質物

行列の一般化，（日）国常化された諸企業（約300村J

ただしアジェンデ政権期までの全国有企業は約500社）

の主要部分での経営の非効率と赤字の累積，刷所

得再分配政策によって向上していた労働者・の実質

賃金・給与水準の大幅な悪化の傾向（70年1刀を
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った「不効率な」経済的保護主義，国家主導型の

経済成長優先主義という経済政策の伝統の根本的

な転換を意味していた。

この自由主義的経済政策を指導・遂行している

のは， 1976年に経済学の分野でノーベル賞を受賞

したアメリカの経済学者， ミノレトン・フリードマ

ン教授や，アーノルド・ハーパーガー教授等に代

表される，インフレーション・貨幣理論の領域で

いわゆる「シカゴ学派」と呼ばれているマネタリ

ストの系統に属するチリの経済学者群で，これら

の人々が閣僚ともなっている大蔵，経済同省は，

軍事政権の閣僚，省庁の中では唯一，民間人によ

って構成されてきた部門である。

クーデター以後の経済再建政策は，軍事政権側

に即してしいて区分すれば， 1973年 9月から75年

3月までの「経済秩序再建期」左， 75年4月以降

の「経済体制強化期」の2期にわけるととができ

る〈注3）。

第 1期のそれは，保守系の大新聞『ヱル・メル

クリオ』紙の（注4)編集主幹であったブヱノレナンド・

レニス（FernandoLeniz）が経済相で，特にクーデ

ター後1年間のそれは，アジェンヂ政権の行き方

の主要な部分を「違法であったjとして白紙に戻

し，上述した自由主義的な経済政策を戒撤令を背

景として適用し，自由主義経済体制の再建にとり

かかることによって経済的危機を収拾しようとし

た時期で，それは特に，財・サービスの需給関係

の不均衡，生産の全般的低下，国営企業の赤字，

などの解消を中心としたものであった。

すなわち，軍事政権はクーデターの直後，アジ

ェンデ政権が無償で国有化していた銅資源の補償

を行ない，また鉱工業への外国資本の参加を歓迎

すると宣言してこじれていたアメリカとの経済関

係をまず回復した仙5）。これは， 1974年3月，ア

72 

ンディーナ（Andina), リオ・ブランコ（RioBlanco) 

銅山の補償に4200万ドルをセロ社に，同年7月，

チュキカマタ（Chuquicamata), ヱノレ・サJレパドル

(El Salvador）銅山の補償に 2皆5500万ドルをアナ

ゴンダ社tこ，同年10月，エル・テニヱンテ（日 Te-

niente）銅山の補償に6800万ドルをケネコット社

に，それぞれ支払うことで実行に移された。また

これと平行して1974年7月，政令第船O号を公布

して外国資本のヂリへのほぼ自由な流入を保障す

る措置を取った。

またその大部分が「違法にj固有化され，しか

も巨額の累積赤字に悩まされていた約加0社の主

要産業・企業であるが，銅・硝石・鉄・石油・電

気，その他の戦略的に重要な企業を除いて， 1973

年11月にまず88社が元の所有者lこ返還されたのを

皮切りに， 74年12月に12行の銀行が私的部門に移

されたのを含めて， 75年2月までに約220社が元

の所有者への返還，民間への払い下げによって私

営化された。

さらに農地改革についてみると，これも「違法

であったj として多くの接収農場が旧地主に返還

され，農業政策も資本主義的な方式に戻された。

すなわち，チリの農村では1960年代の半ばま

で，小作農と季節労働者の労働に主として依存し

ていた大規模な地主的土地所有（フンめと零細

農（ミニフンデ、イオ〉とが支配的な経営様式であっ

て， 500ヘクタール以上の規模のフンドが農場数

の上では 3%であったが86.9%の土地を所有し，

一方10ヘクター／レ以下の零細農が農場数の上では

7'.l.1%であったが 1.1%の土地しか占めていなが

った。こうした土地所有・農業経営のあり方が，

農業の低生産力と農村の貧困の原因であり，ひい

ては経済発展を阻害していた一因でもあって，こ

のためチリは巨額の食糧輸入を毎年行なわねばな
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らなかった。この状況に本格的に手をつけ始めた

のが， 1965年からのプレイ政権で， 「10万戸の自

作農の創設」をスローガンに， 80ヘクタール以上

の「基礎港紙地」を持つフンドを改革の対象とし

た農地改革法を制定， 70年までの hff.問に全耕

地の約18%にあたる土地を接収し，アセンタミヱ

ントと呼ばれる農民と農地改革公社による過渡的

な（ 3～6年）共同経営方式を導入，とれによって

約2万家族の土地なき農民が受益者となった。ま

たこの期聞に大量の農民組合が形成された。アジ

ェンデ政権は，このプレイ政権期の農地改革法を

拡大解釈して， 「急速で，大量で， ドラスティッ

クな改革」をスローガンに，第2表にうかがわれ

るように，短期間に徹底的な改革を行ない，約

4400のブンドを接収，アセンタミエントと平行し

て農地改革センターと呼ばれる集団農場方式を導

入した。こうしてアジェンデ、政権末期までに約

36%の耕地，約18%の農民，が改革部門に編入さ

れた。しかしこうした急激な改革による農村での

階級闘争の影響もあって，農業生産は約24%も下

落した。

軍事政権は，アジェンデ政権期に多くのフンド

．中小農場が農民に実力で占拠され強引に接収さ

チリ軍事政権の「国家の再建j について

れたことをあげて，これらの大部分の改革が違法

であったとして旧地主に返還し，農地改第センタ

一方式の経営も廃止した。 1974年8月31日まで，

すなわちクーデターから 1年間に113地主に農場の

全部あるいは一部分が返還されたのは2514農場，

面積は約14万ヘクタール（基礎灘統地）で，農場数

だけからみるとこれはアジェンデ政権期に接収さ

れた農場の約57%にあたり，こうした軍事政権の

対応の速さは，アジェンデ政権の農地改革をいか

に違法視していたかを示している。また軍事政権

はアセンタミエントの農地の所有権を農民に与え

る措震を進めて自作農を創設する政策をとった。

これは1974年8月31日までに3754家族におよんだ

以上のようにアジェンデ政権期の主要な成果を

白紙に戻して私的企業制度の絶対性を確認、した

軍事政権は，資本家・地主・経営者・外国資本の

信頼と安心の回復につとめるとともに， 「権威，

労働，正義Jをスローガンに生産秩序の確保につ

とめた。そしてアジェンデ政権期に統制されてい

た物価を自由化して，まず関市場や買物行列（そ

して低所得者層への食糧供給組織であった JAP〕を一

掃し，生産と流通を刺激して，財・サーピスの需

給関係の不均衡，生産の全般的低下，国営企業の

赤字，などの危機の克服をはかった。市場機構の

自由な動きによって生産と流通の正常化をはかろ

うとしたわけである。また複数為替レートで高め

に評価されていたのを実勢に合わせて通貨価値を

切り下げて徐々に単一為替レート制に移行させ，

貿易・資本（政令第側号）を自由化して国際収支

の危機の軽減をはかり，財政支出を思い切って削

減して赤字財政の負担を減少させ，労働者の賃上

げ要求を押さえて，通貨の供給量を減らしてイン

プレーションの収束につとめた。
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これらの経務再建政策の I 年後（1974~＂.）の結

果を1973年と比較してみると位7)，マイナス 3%

と落ちこんでいた経済成長率は 5%上昇し，銅

(21%）・硝石（ 3似〉・鉄鋼（8.7%）・石炭（9目7%)

などの鉱工業の分野では生産は上昇し，またマイ

ナス24%と大幅な後退のあった農業部門の回復は

著しく，作付面積で14.4%，収穫で14.7%上昇し

た。しかし製造業部門は思わしくなく2.8%下手存し

た。建設部門の落ち込みは大きくマイナス16.8%

もの下落を記録した。国際収支は，銅価格の上

昇，銅生産の培大，外国資本・借款の流入があっ

て，第 1表にみるように，総合収支で赤字額を減

少させた。

しかし，経済的危機のうちインフレーションは

抑制することができず，クーデター直後の1973年

10月には対前月比87.6%という上昇率をみ， 73年

9月から74年9月までの物価上昇率は611.1%で，

アジェンデ政権末期の 1年間〔303.6%）をはるか

に上まわる結果となり， 74年12月までの 1年間の

それも375.9%であった。また失業率も急速に上

昇し，アジェンデ政権末期には 4.2%であったの

が， 1974年末には9.7%,75年初めには12.4%の

高率を記録するにヨさった。労働者の実質賃金や給

与水準も下落し， 1973年8月の指数が52であっ

たのが， 9月には42,73年末には66, 74年の平均

は80.8とその回復の動きは遅々としたものであっ

た。

第2期のそれは，元のキリスト教民主党員

(1967年12月～70年10月， 中央銀行副総裁）のホノレ

ヘ・カウアス（JorgeCauas）蔵相（ただし 1974年

7月から76年12月まで）とセルヒオ・デ・カストロ

(Sergio de Castro）経済相が主役で，国営企業の民

営化，開放経済体制に従属した農業政策，緊縮財

政，金融引締め，貿易の自由化，外国資本の導入

74 

などの点で第 1期よりもさらに徹底した自由主義

的経済政策ー←これはショック療法と呼ばれた

一一を適用した時期で，その特徴は，アジェンデ

政権期の行き方の白紙還元を継続するとともに，

キリスト教民主党政権期までの改良主義的・保護

主義的経済政策の成果のu、くつかも取りくずし

て，クーデター以来の経済再建方針一一外資・民

間主導型一ーをさらに強化，追求した＃，にあったの

軍事政権によれば，こうした政策を取った理由

は，それが最も合理的であるといろことだけでは

なく，第 I期の政策の効果が期待されたほどでは

なく，特に高率のインフレーションにより生産活

動（特に製造業）が低水準にとどまったとと，外国

資本の流入が少なかったこと，巨額の対外債務の

累積，それに1973年末の「石油シヨククj以降の

世界的な不況などによる国際収支の赤字，という

困難な問題があった命的。

すなわち，インフレーションにっし、てはすでに

みたので，対外債務についてみると， 1960年代の

後半から大幅に増大し，アジェンデ政権期には30

樟ドルを超えてさらに増加し，チリ経済への大き

な重圧となってu、たが，軍事政権になると40億ド

ルを超え， 75年分の返還額も 7億ドル（輸出額の

約40%〕となり，債権国であるパリクラブ（ヨーロ

ッパ11カ固と日本〕での返還繰り延べ交渉も難行，

さらに「合法的な政権を武力で倒し，人権を抑圧

してヤるjとして経済援助を停止・削減する国も

あって重圧は継続した。またその経済援助も1975

年までに11億ドルとアジェンヂ政権期（15億わけ

よりも少なく，外国資本の流入も政令第600号に

もかかわらず大きくはなかった。さらに貿易は，

1973年と 74年を比較すると， 「石油ショック」

後の世界的不況の中で，輸出が13億ドルから22億

ドルに増加したが，輸入も14億ドルから20億わレ
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に増え，また外貨収入の70%を占める銅の国際価

格も上昇したが（ 1ポンド当り， 72年48.6セント， 73

年80.8セント， 74年羽田3セント）， 1974年後半以降下

落の傾向にあり，以上のような事情で経済拡大政

策は国際収支の悪化につながる恐れがあった。

このため軍事政権はまずインフレーションの克

服を最大の課題とすることを決め， 「年内にこれ

を止めるために」（注9〕， 1975年5月から財政支出

の15～25%の削減を手始めに，所得税などの10%

引き上げ，国営企業の赤字の縮小計画，金融の引

き締め，など一連のきびしい緊縮・均衡財政政策

を導入した。軍事政権は一貫して「インフレ－：：，

ヨンの原因は通貨供給量の過剰にある」という立

場をとって， 73年には50%を超えてL、た財政の

赤字を74年には35.4%に減らしていたが， 75年

には 8.3%までに減少させたほ10)0 この一環と

して国営企業の赤字を減らすために「同営主義は

非効率の根源」だとして，キリスト教民主党政権

下で約300社，アジェンデ政権1ーで約500社あゥた

国営企業をさらに民営化し， 76年10月までに，鉱

工業を中心とした戦略的産業・企業約20社だけを

公共部門に残すことを決定した位11）。またこの引

き締め政策のため，大学関係も補助金の削減を受

け，労働者・公務員の賃金引上げ要求も押さえら

れた。

こうした圏内錆要の削減とともに，濯事政権は

資本と貿易の自由化をさらに進め，アンデス条約

から脱退し，関税を引き下げ，輸出の振興をはか

った。アンデス条約は， 1969年キリスト教民主党

政権のもとで，民族企業を保護育成し，経済的独

立を進めるために，ベルー，ボリピア，コロンピ

アなどアンデス 6カ国の地域共関市場として発足

したもので，外国資本の漸次的固有化，利潤送金

チリ軍事政権の「国家の再建Jについて

の制限（14%入対外共通関税の設置などがその主

な内容であり，チリにとってこの市場への加盟

は， 30年代以来の保護主義的政策（輸入代替工業

化〕の延長線上にあったものであった。軍事政権

の方針i丸民族資本と外国資本を差別しないとす

る政令第600号，および対外共通関税（チリ45%.

ペルー150%を＋~長）の点でアンヂス条約と衝突し，

域内各国との調整を続けたが， 1976年の末に，貿

易で約10%を占めて1ρたこの地域市場からついに

脱退した。またチリ経済の対外競争力を強化する

ために，輸入関税一般につヤても， 74年に最抵関

税率を200%に， 75年初めには最高関税率を120%

に， 1976年初めにはさらに70%に引き下げ， 78年

までには10～35%にする方針でいる。さらに輸出

を多角化するために，銅・鉄・硝石などの従来の

輪出商品以外の「非伝統的品目jの輸出拡大をは

かり， 1974年に 1億9000万ドルであったのを75年

には3億6側方ドルに増大させた。

また農地政策についても，アジェンデ政権期の

接収農場の！日地主への返還と農民への農地所有権

の譲渡を継続し， 1976年末までに， 65～73年の接

収農場のうち3602農場，面積iとしてお万ヘクタ－

Jレ（基礎港i陵地〉を全部あるいは部分的に返却し

た（第3表参照）。農民への農地の譲渡は，同じく

1976年の末までに， 3万 576件， 125ガヘクター

ルに達した。ついでに言うと，この！日地主への接

収農場の部分的返還のなかにはチリ中央部！）ナー

レス州のフンド，ラ・ピエダー（LaPiedad）も含

まれていた。これは1969年4月，キリスト教民主

党政権下で農地改革の対象となった農場で，この

；議場の接収の際、地主｛自qとの衝突で，農地改革公

社の職員が死亡し，大騒ぎになったことがあり，キ

リスト教民主党は農地改革を進める上で記J念碑的

事件として把えていたという経緯があった〈注12）。

7ぅ
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第3表農場・5基地の／＇Jr有関係の調整

(1976年11月30日現在）

i農場数j位j 積比率 i比率
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（，引所） m l'vferrnrio, 21 de febrcro, 1977. 
（注〕 IIRBは「基礎濯i概地jの路。これは，サンテ
ィアゴ近郊のマイブ。（Maipu）渓谷の潜統地を基
準として定義され，このため土地の肥沃度によ p

ては削ヘクタール以下でも接収の対象とたりうる
し，また逆のこともありうるa

さて以上の「経済体制強化期jの経済政策の大

筋を図式化すると，インプレーションと国際収支

の赤字に対処するために，きびしい引締め政策を

とって閣内需要を減らして物価の鎮静，輸入の減

少を期待し，輸出の増大，外間資本の流入増によ

って国際収支を均衡させようとする政策であった

と言いうるが， 1975年から適用されたこの政策の

効果を以下にみてみよう（淀川。

まず1975年についてみると，この年は軍事政権

の予想、に庇して30年代の世界経済恐慌の影響を

受けた時以来の最悪の大不況となった。すなわ九

経済成長率は1ら%下務，鉄鋼・梢:fiの生産はわず

かに上昇したが，石炭（－1.5%），剣（－ 8 %）は

下落した（この鋼生徒下手客のー閣は，議；Jg！在問問機構に

よる生産調終のため）ο 農業生産は前年に引続き7%

上昇したが，製j査業部門は23.5%と大きく下落

し，なかでも建設部門（中間財）は35%も下落し

たο ｜斗際収支は，輸入が前年の20億ドルから18億

76 

ドノレに減少，輸出は，非伝統的輸出品目の増大が

あったが，世界的な不況に起因する銅価格の下落

による外貨の損失が約9寵2000万ドルと甚大であ

ったため， 2龍8似)0万ドルの外国資本の流入にも

かかわらず，総合収支で 2億旬以）万ドルの赤字と

なった。またインフレーションは「年内に止めるJ

どころか抑制することもできず，前年をやや下ま

わる340.9%にも達した。失業率は前年より増加

し， 1975年末には16.5%に達し，労働者の実質賃

金・給与水準も下落した。

また1976年iこは，前年にくらべて経済成長率は

やや好転して4.5%上昇，銅の生産l土21%上昇し

たが，その他の鉱工業部門はほぼ軒なみ下落し

た。製造業は12.2%上昇したが，農業生産は30%

も下落したっまた国際収支は，輸出が約30%増

え，輸入が約10%減少，銅の価格が前年より上昇

し，さらに外国資本の純流入が約5億ドルもあっ

たため， 内｛意ドノレの対外債務の支払いにもかかわ

らず‘総合収支では約4億7000万ドルの黒字とな

り， 1977主手初めの外貨準編高i土最近では最高の 7

億ド、ルにものぼった。インフレーションは，前年

内約半分の174.3%に溶ち着いた。失業率は， 1976

年の初めには約20%と驚異的な水準を記鍛した

が，同年末には13.6%とやや下核，また労働者の

実質賃金・給与水準は前年にくらべてやや上昇ーし

た urn表参照lo

以上のように，この第2期の政策のインパグト

は非常に大きく，国際収支，財政収支の面で大き

な好転がみられたが，インフレーション，失業主容

は高く，実質賃金は｛尽く，労働者・一般市民にと

ってはあまりにも犠牲の大きい政策であったと詮

いうる。 t開：界的不況という情勢のもとでこれだけ

の自由化政策をとったケースは非常に珍しいと思

われるが，この政策の適用が可能であったのは政
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治的には最悪の撰択である戒厳令体制があったか

らであり，その成果はこの戒厳令とセットで判断

されねばならないであろう G

資料の制約があって詳しいことはわからない

が， 1975年後半から76年にかけての景気の後退

はきびしく，貿易の自由化による輸入増もあって

製造業部門における遊休資本は15%もあり（出4),

電気産業を中心とする大手企業の倒産も相次ぎ，

金融・財政引締めの影響の大きかった建設部門の

失業率は40%にも達した。この不景気は中間層に

もおよび，大学教師，医者，技術者が経済的な窮

迫のため「大量に国外に流出したJ（注15）。また開

放経済体制への移行に伴って，農業部門が受けた

影響はとりわけ大きく， 1976年の生産性はこの10

年間のうち最低を記録して軍事政権側の農業経済

学者も「破局的な状態j と認めるほどとなった

他 16）。農民への農地所有権の譲渡も実態としては

零細農化を促進する恐れがあって，それはすでに

農地を売却した農民の続出というかたちとなって

あらわれており，全国農業協会も農業政策全般の

再検討と農地所有の J:ll長80ヘクタ－；レの撤廃を提

し始めているのが実情である（注17〕。

その後， 1977年の初頭から軍事政権は，経済再

建政策は成功したとして，外資・民間依存型の体

制をさらに偲進し，ゆるやかな景気拡大政策一一

減税，賃上げ，その他ーーをとり始めてヤるが，

この経済困難は当分継続するものと思われる。

C ll: 1〕 問ill／巨1，「千リの，y，：命と jぇ爪命」（『資源ナシ

ォナリズム』ダイヤ七ンドネ1 197,11ド〉。な t;＋：和，:i--：工

アジ t ンデ』主格U),i/'i )[1,d/t lζJパ捨て lt，オがliilでもれl、＇1

の誌の文献がjーでにあるのご，Jしく i lレjl fよいことに

I .t.ニ。

(Lt 2) ：の議論の大筋 lょMolina,Sergio, La 

nueva politica econ6mica, Jvlensaje, vol. 2:1, no. 

226, 19741仁 i つ〈し、〆：。

( ti: 3) Cauas, Jorge，“Programa de recu伊 racion

チリ主事事政権の「国家のドト建Jについて

econ6mica，” Banco Central de Chile, Boletin mens・ 

ual，日o.567, 1975. 

Cl主4) J ネタリスムのAlIJ熱心な紋吹者がこの

『エノレ・メルアリ~ j紙勺， その見解は｜己j紙“Tern出

economicos”の側にみることができる。現代世界のjベλ

手」や「品i社」を求める風潮iζ反対 Lて「トimJを重要：：：

iJ.,I,す乙この立場の A 例として、たとえば‘ 1977年lJj 

ど2日付の関紙（f失業をどうすべすかJ）は次のよろ ,c:,1;

べている。「（料！日を附大するために）…・労働者の龍

也君き11.,;yや最低賃今．の採用は）で止？るべきである。 i)

低賃金制をとってnrliな契約を防害している労働組｛？

の独占的行為は制限さるべきさある。ヴ；働時IHIはn1:1 

1ヒさろべきで宅判刊のた性ヲj働力保J霊のぷ望号HJI主うj’t主

にひぴかない他の hiL、をとるべきである。ストライキ

を防ぐために労働 ＂（•＇議 iこ i渇 ·j ;:, i公印の改ネが必公：であ

る。ー .. Jまた「 r'，・典的」なl'l1JUc:主主的経済政策のよ

：訟は， しいて了？えば，悶民党の前身の！こ！山党の立場が

そうてあり，これ；11950半fl:;の半；どから刷年代のは！

めに詰けて，ホ九へ・アレ＋ン I・ リ大統制の tとで’l'.

！？証された。したがって軍事政権の政策['j体は新しいも

ωでitなく，今 i"Iがより徹底している fけである。

Ffrench-Davis Ric札rdo Politi<ι， eco116micas en 

Chile 19.52-1970, Stgo, Ceplan, rnn. 

(ij:5) J メ1) ！； との貿易！対係（／dl¥.h額のiじ1li:)

は以ドのようなj庄IJ（をみせた。

！附fド 1971年：凹
槍 II¥ : H同＼ ,.9 I •1 " ！持6 11,5 ! 8.8 

輸入 116,9切 I27.2 I 17.0 I 16:l i 21・7¥ -

(LP，所） Banco Central de Chile, Role/in mensual, no. 
55乙.197-1, no. 558, 1977. 

( ll: 6) Odepa, op. cit. 

Cit 7) 以下は， BancoCentral de Ch日e,lloletin 

111，，’nsual, ahril 1975 3ノよ （）＇＂ Univer,もida<l de Chi・1也

Comentarios sobre la situaci6n山 οn6mica, 197,1, 

nハー 18,1976., m》；＼6なとの公式の｛二”に jっこいる。。J8) ι：a日品，］or記c Ex posici6n同 breel estado 

de la hacienda puhlica, 1975; Ocleplan, I11.f,,m1e 

Cイmwmicoanual. dicicmbr仏 1975

(il9) .lnrge じamis,Program<1 de .... 

(1UO) Univcrsidad de Chile, Comentarws ... 

no. 31i 

(ill l) El凡f，’rnt1・io,14 de octubre, 1976 

(i主12) Moreno Rojas, Rafael, El camino esta 
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abierlり， CORA, I-a re/or111<1 agraria chilena 

1965-197（人 Stgo,1970; El ,¥lercuri.ο，2:1 de julio, 

1976. 

(ii U）以｜、は， BancoCentral deじbile,Boletin 

mensual, no. 588, 1977; Economist Intelligence Unit, 

Quarterly Economic Rcvinc• (Chi！け， 197抗， 1977

に桜づいている。

(iU4) El I¥1etγurio, 11 de octubre, 1976. 

(/US) El Mer正・urio,27 de febrero、1976; 27 

de abril, 1976・19de febrero, 1977. F戸ンドン・エコ

ノミス J』 l山（1976年5月22ll）によれば， 1973年のクー

デター以来，約10%の労働りが海外IC流出しだとい L

(/l.16) Garrido Rojas, Jose, El seiior Carter）】

la alimentaciim chilena, El 1'1ercurio, 19 【le OC・ 

tubre, 1976. 

〔iU7) 全国農業協尖会長フランシスコ・バスクニ

rン（FranciscoB出 cufian）の声明。 Ellife’rrurio, :l 

de mayo, 1977. 

国軍事政権と批判勢力

アジェンヂ政権が打倒され，共産党，社会党な

どの左翼政党，労働者中央線織にいT）などの労

働組合が非合法だとして弾圧され，政治の表舞台

から武力で一掃された後，軍事政権の諸政策一一

政治・社会体制，経済政策，基本的人権一一を非民

主主義的として批判し，対立関係、に入ったのがキ

リスト教民主党とキリスト教会（特に力トリック〕

である。これらの勢力による軍事政権批判をみる

ためにまず陛史的な経緯をみておこう。

キリスト教民主党は正式には1957年に創立さ

れ， 60年代ω始めにそれまでの小党から地すベリ

的にチリ最大の政党に躍進し，「自由の中の革命」

企楳J'.むして左右の勢力に挑戦， 651ドから70年まで

政権を担当，銅資源の漸次的国有化，農地改革，

経済成長，アンデス共同市場への加盟，その他，

チリ経済・社会の構造的改革と近代化をはかった

「中道革新Jの政党であって， 59年のキ斗ーパ部

78 

命以後6コ「進歩のための同盟jにおヤてラテンア

メリカにおける民主主義と近代化のショーウイン

ドーとしてアメリカが最も期待した改良主義の政

権であった。

このキリスト教民主党の源流は， 1920年代後半

から50年代にかけてチリ社会とチリのカトリ γ ク

教会〔教徒）の動きと密接な関係があった（注 I）。

すなわち，チリでは歴史的にずっとカトリックの

影響が強く， 1925年に国家と教会の分離が行なわ

れたが，それまでカトリ、ソクと言えば，これを信仰

の領域に限定する家父長主義的・権威主義的カト

リックを指し，政治的には保守党，経済的には自由

放任主義的資本主義の擁護を意味していた。こう

した状況に変化が生じたのは1930年代からで，世

界経済恐協は当時輸出国であったチリに大きな被

害をもたらしたか，この時期の政治的・経済的・社

会的大混乱のなかで，イパニェス独裁政権 (1927～

汎年）の打倒に参加し，自由主義経済体制に疑問を

抱いた保守党青年部の人々ーーエドゥアルド・プ

レイ，ベルナルド・レイトン（BernardoLeighton), 

その他十÷が， l王ぽ同時期に「社会問題」に民を！古j

け取り組み始めたカトリック教会内の進歩的な動

き一一ーア／レベルト・ウノレタード （Al出rtoHurtado) 

7 ヌエlレ・ラライン（ManuelLarrain），ホセ．マリ

一 r.カ一ロ（込！

心＇）象徴一……と平行して，フランスゆジャック・マ

リタン (JacquesMaritain）のカトリック的共同体

思怨を拠り所としつつ， 1930年代末に保守党かじ

}Jl]tt,, 50年代末に形成したのがキリスト教民主

地であって，その潮流は従来の β トリソクとr＜りI]

して社会キリスト教（Social-Cristiano）主義と呼ば

れ，カトリック教会内においても主流派を形成．

その方針は，政治的民主主義 c1:x独裁，民共， l正7

〆ツシヨラ l.1~権威一i長〉，修正資本主義，労働者約金



1977100081.TIF

業経営への参加を主張するーユーゴの自主管理

方式に似た一共同体主義（Comunitarismo）にあ

った。これらの政治的・経済的・社会的方針は，

特に50年代に左右の勢力とのきびしいイデオロギ

ー闘争を経て形成されたもので，たとえば当時の

高率のインフレーション抑制政策をめぐる保守勢

力の通貨学派（マネヲリスト〉とキリスト教民主

党の構造学派との論争は特に有名である。他方の

キリスト教会は，共産党の非合法時代（1948～58年）

に農民運動にもかかわりを持ち， 60年代の初めに

は教会所有地を解放して農地改革の先駆けとなっ

た。以上の立場が政策として実施されたのがプレ

イ政権の時代で，このうち共同体主義の唯一の実

現例がいわゆるアセンタミエントと呼ばれる農地

改革方式であった。

1960年代の末にこの潮流にはさらに変化が生じ

た。 70年の大統領選挙を前にして，キリスト教

民主党の左派は大統領選に前後して脱党して，統

一人民行動運動（MAドU），キリスト教左翼（IC)を

形成してアジェンデ派と合流し，またカトリック

の一部も急進化して，神学博士で経済学博土のジ

ェスイット派のゴンサ口・アロージョ神父をリー

ダーとする「社会主義をめざすキ IJスト者運動j

( C ristianos po r el socialismo）を結成してアジェン

デ政権を支持し， 1972年4月にはサンティアゴ市

でラテンアメリカ各国から代表者を招いて第 1回

総会を開催した（註2）。

したがって， 1960年代涼くからアジェンデ時代に

かけ －c，政治的には， l司民党，キリスト教民主党，

人民連合の 3大潮流にみあうかたちでキリスト教

ι右派の家父長主義的カトリック（エ主リオ・ル

イス・タグレ神父がその代表），中間派（主流派）の社

会キリスト教派（ラウル・シルパ・ヱンリケス枢機卿

がその代表），左派（少数派）の革命的カトリック

チり軍事政権0） 「凶家ゴ）jif建Jiιっし、て

（ゴン昨日・アロージョ神父がその代友）に分かれて

し、fニO

アジェンデ政権の登場を支持したキリスト教民

主党は，最初は見守っていたが，主要産業・企業

の国営化や農地改革などの急進的な行き方を前に

して， 「アジェンデ政権はソ連と同じ全体主義的

社会主義jだとして1971年の中頃から反対するよ

うになり，アジェンデ政権による「違法でj f強

権的なj支配を糾弾し，政治的民主主義の尊重と

国家・党の支配によらない労働者の経営参加の実

質化を主張してユーゴ型の「民主主義的社会主

義J，あるいは「共同体的社会主義J(Socialismo 

Comunitario）を対置し， 1972年の末以降には国民

党と連合してアジェンデ政権と全部的な対決関係

に入 1 た。そして1973年6月29日のクーデター未

遂事件の際には「右のものだろうと左のものだろ

うと，クーデターには断固反対する」と宣言して

いたが（注3），それから約3カ月後にクーデターが

成功し，その際，アジェンデ政権による「ゼット

計画」（註4）が軍事評議会によって暴露されるにお

よんで，このクーデターを支持するに至った。ア

ジェンヂ政権に批判的であったカトリック教会も

クーデターを支持し，左派のりト IJッケはマルク

スエレーニン主義者であるとして弾圧された。

クーデター以後，キリスト教民主党は分裂した。

クーデターにあくまで反対していたラドミロ・ト

ミッチ（Radomiro Tomic，元大統領候補）， ベルナ

ルF'・レイトン等は亡命し， j乙総裁のレナン・ブエ

ン十アルバ（RenanFuenteall川は単事ilc｛織を批＊り

レぐ191Mnrnに国外に追放主れた。またホルへ

・カウアス，カルモーナ元上院議院，ウィリアム

．タイヤー（WilliamThayer）をはじめ軍事政権に

協力した人々も出た。さらにクーデター直後から

逮捕されたアジェンデ派の救援にあたった人々も
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いる。しかし大多数の党員は軍事政権を支持し見

守る立場をとった。この時期に，キリスト教民主

党は軍事政権を「過渡的な政権Jとみなしていた。

たとえば総裁ノfトリシオ・アイノレウィン（Patricio

Aylwin）は，軍事政権の政権担当期間は民主主義

の正常な状態が回復されるまでの 2～3年と予

測しチリ最大の政党として同党が国家の再建とい

う歴史的任務からしめ出されることはないだろう

と期待し，軍事政権が検討を始めた新しレ、憲法に

ついては，権力者が上から押しつけることは許さ

れず，民衆の承認を得た民主的なものでなければ

ならないとし仙U，また元大統領のアレイも f我

々政治家は今は沈黙する時だJとしていた（／1:6¥ 

そしてこのプレイをはじめ多くのキリスト教民主

党系の人々はヨー口ッパ，アメりカに行き，武力

で合法的な政権を倒したと森々たる非難をあびて

いた軍事政権を断間として擁護し，アジェンテ政

俸がいかにひどい独裁的な政権であったか主演説

してまわった。ただキリスト教民主党政権のイタ

リアではかえって批判されたという。

このキリスト教民主党と軍事政権の対立の絞初

の契機は，車事政権による非主：翼政党の政治活動

停止措様であった (197:i年9Jl 21 Jl ）《このときに同

党はこれに対抗して誠事政権に協力する党員の除

籍を決めたのである(il:7）。そしてこの対立が本格

化したのは， 1974年 3月lHl，滋事政権が 1チリ政

府の諸原則の声明jを出してからであるつ第 I笥j

でみたように，この時に，軍事政権はキリスト教

民主党が予想、していたこととは全く違う再建の：方

1,,1をとり始めたことがはっきりしたのであるれこ

れはキリスト教民主党にとってかなりのシヨソク

であった。なぜなら，寧：事政権が政権維持を半恒

久化すると賞汽したのみならすへもっと懇し、こと

には，その行き；；々が全体として凶民党各りであ

80 

り，権威主義的政治体制や保守的なキリスト教的

社会秩序，それに自由主義的経済政策にしてもヲ

キリスト教民主党がこの数十年の間に批判してや

まなかったものであり，これらは国民党勢力の長

退，フレイ政権の或立によって{jQ年代iこすでに克

殺されたものとばかり患っていた！日体制の復興iこ

池ならなかったからである。この「声明jが出さ

れた後，キリスト教民主党の一部は「故北宣言！

ともとれる総括文を提出した（注8¥

その後の軍事政権とキリスト教決主党どの関係

は，軍事政権が第 1・H節でみた政策を戒厳令を

背景として強化していくごとにキリスト教民主党

がますます批判の姿勢を強め，処方軍事政権叙II}ま

「特殊的な利益のみを追求している if政治情動

停止の禁令を絞ったJとしてこれを弾圧するとい

う過程をたどった。キリスト教民主党による軍政

批判jの拠点は，政党政治lこ基づく政治的民主主義、

新ii典派的経済政策，企業での労働者の経営参

加，基本的人権の尊重であり， 11；まIll来のキリス

ト教民主党の主長そのものである（／：こだし 二れ

らはあく史でもl攻策の次ブじの批判であ，＿，－ご，政治体制に

ついては， A{人の国j攻参］Jllの必宮さを1974年以外必めU',し

て丸、る），

Ii司党による批判は， 1975if.O〕半ば以降特にその

はげしさを婚した。すなわち，経済政策について

は，それがあまりにも緊縮財政，自由化すぎて、

産業全体がマとする傾向にあり，失業が増大し，

実質賃余がで涼し，政策としては犠牲が大きすぎ

る，というか、にある他9'c この批判の背封Jにはむ

あろん，それまでの同党政権による成梁が掘り出

され， 1,,

済的窮迫と L、う：事情もあ〆〉たO i司党および同党系

の経済学者は引き締め政策の緩和を訴え‘まfてア

ンデス条約からの脱退に反対した。これに対する
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家事政権の回答は，インフレーションを抑えず，

経済を拡大すれば国際収支は悪化し，さらに不均

衡を拡大する，ということにあった。

政治体制についても，たとえばフレイ元大統領

は， 「歴史の要求と将来の避けられぬ要請jと題

する著書で（1976年1月〉，軍政の行き方を批判し，

軍部の国政参加が必要であることを力説しつつ

も，国民のコンセンサスに基づく民主主義の復権

を訴えた（注10)cこのプレイは1975年以来経済政策を

批判JL，また国家評議会のメンパーとして招かれたがこ

れを辞退したυ）これに対してピノチェット大統領

は「マルクス主義者に道を開くことだけしか知ら

ないケレンスキー達の復帰はありえないJと述べ

Tこ（注11)。

また1976年6月，ザンティアゴ市で米外｜機構の

総会が聞かれた際，ハイメ・カスティージョ (Jaime

Castillo）を初めとするキリスト教民主党系の 5名

の弁護士が，戒厳令，治安対策，基本的人権等の

現状につし、て軍政を批判するパンフレツトを配布

したが‘軍事政権はこの件の報道・解説を禁止し

た。これに対してこの5名の弁護士は， 「こうし

たやり方は1930年代のソ連やアジェンデ時代と酷

似した全体主義的なやり方だ」（注lむと批判，同年

8月，ハイメ・カスティージョ等2人の弁護士は

「国家の安全を脅かすJとして国外に追放され

た。クーデターを支持した人達が軍事政権につし、

て「全体主義的Jとしたのはこれが最初のケース

である。

さらに軍事政権の｜労働者の経営参加］も実態

は代表者の出席だけで実質的な意志決定織はない

名目だけのものと批判した両党系の学者は， f政

治活動停止の原則は守ってもらう」と軍事政権に

一蹴された（注13〕。

以上のようにキリスト教民主党の家政批判は封

子リ軍事政権の「国家の再建」につし、て

じられてきただけでなく，同党の機関誌・雑誌・

放送局等は戒厳令に違反して次第に停予i，閉鎖に

追い込まれ，大学等からも同党系の人々が多く追

放され，あげくのはて1977年3月には同党が非合

法の共産党と組んで政府の打倒をめざしていたと

してついに非合法化されるに至った。いわゆる

トマス・レイエス（TomasReyes），アンドレス・

サIレディパル（AndresZaldivar）事件がこれである

岨 14）。現在，間党の立場に近いのは，政府系の手

に渡った『エノレジャ』 （Ercilla）誌を辞任した人

々によって1977年に創刊された『オイ』 （Hoy）誌

だけである世15）。

一方のカトリック教会はどうか。カトリック教

会，特にその主流派は，クーデターを支持したも

のの一貫して打倒されたアジェンデ政権派に対す

る寛容を求め｛注16〕，逮捕された人々の基本的人権

の尊重を訴え続けてきたほぽ唯一の勢力であっ

た。特にラウル・シルパ・エンリケス（RaulSilva 

Henriquez）枢機卿を先頭とするカトリッグ司教会

議常設委員会は，クーデター痕後に f平和委員会j

を設置，逮捕者（政治犯）とその家族に対する支

援活動を行なった。そしてこれが1975年の末に軍

事政権によって解散させられると，その一部は

i’連帯委員会」を設置，クーデター以来の f行方

不明者」約500人の所在の確認を軍事政権に要請す

るなど，その活動を継続している。ただキリスト教

勢力はすでにみたように一様ではなく，たとえば

右派系は軍事政権断固支持であって，1975年に「平

和委員会jメンバーで，国連のナンセン賞一一人

繕擁護にカをつくした人に与えられるーーを受与

されたルーテル派のヘルムート・フレンツ（Helmut

Frenz）神父は圏外旅行中に再入国禁止の処分を受

けたが，カトリック右派はこの件もで軍事政権を

支持した。
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カトリック教会は，この基本的人権問題iこ限ら

ず，軍事政権の諸政策とその効果について，教会

でのミサなどを通じてことあるごとに批判してき

ており，その立場はキリスト教民主党のそれより

もはるかにラデイカルで， 「告発jに近い批判を

特に1975年以降行なってきている。その最近の｛￥1]

としては1977年 3月訪日の声明がある悦17）。

この中でカトリック教会は，現在最も重要かっ

緊急を要することとして，行方不明者の捜索，言

論の自由や政党政治に基づく捜数主義的民主主義

などの人間的諸権利の問復，経済政策の変更，国

民の総意に基づく法律の制定・運用と戒厳令の解

除等を訴えた。特に経済政策についてはそれが農

民・労働者・庶民にもたらしている負担はあまり

にも大きすぎ，その一方で投機と高利によって栄

えている者がいて富と貧困の格差がますます拡大

しているとして，生産手段の私的所有と自由競争

の経済の絶対化はカトリッケ教会の社会的教義Jこ

違反していると批判した。また国民投票で承認さ

れた憲法，市民の正統な代表者によって制定され

た法律とこれらを遊守する政府機関が存在しなν

問は真の基本的人権は存在しない， として主益事政

権の行き方を徹底的に批判した。

これに対して『エノレ・メルクリオ』紙は，fカトリ

ック教会は軍事評議会を市民の正統な代表者と認

めないのだろうかJ0tl8）と批判，法務大g;:は「紫

の法衣を着た人連が神の国はこの散のものではな

いことを忘れて…，．・jと放言し，物議をかもして

辞任，ピノチェット大統領は「この人達の行為が

政袖活動でなL，、かどうかは世論の判断にゆだねよ

うj と述べたο

このように，キリスト教民主党が非合法化され

た現在，銀事政権を表だって批判している勢力は

このカトリック教会だけとなっている。
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〔注 l) 以下のった紡lムGray沿on,Geor耳e,El par-

tido det附フ｛γ＇alaC門・stianochileno, Stgo, Editorial 

Francisco de Aguirre, 1968: !'violina, Sergio, El 

proceso de cambio en Chile, Stgo, Editoγial Uni-

versitaria, 1972; Castillo, Jaime, ob. cit.などによ～

t・ -・ 
G上2) !'rimer e・1cuentrn latinoamericano de 

Cristianos por el Sリピialismo,Cuadernos de la reali-

dad nacional, no, l:l, julio de 1972. 

0主3) 当時の総裁ハトリゾオー・アイノLウインの戸

羽‘ Laf1rensa, 30 d,.; junio, 197:l. 

Ct 4) r-ゼソト討｛習1Jとけ， γ シノヱン 7政権がク

デターごと起こ L，反対派を抹殺して／ロ〆 .1 ,; T J'[! 

J；てをしく！丹恵：をしていたといべものわただこの d・旺lijtJ 

るものの倍懇!4.1；：少な、、。

(il.5) Er.ィiliaヲ No. 1954, 24剖 de octubrc, 

1973. 

（｛主 6) fr，ィilla, no. 1994, 17 -2:l de oどtuhn¥

197:l. 

( !I 7）“La carta de William Thayer a Osvaldo 

Olguin，” Elλ1ercurio, 18 de junio、197耐

( it 8 ) Palma Vicuna, Ignacio，ψ cit 

（注 9) Ercilla, no、2092, :l-9 de 吋 ptiemhre,

1975. 

(iUO) I:' ；；テン TJ り勺吋鰍』、 7f;(iり 197611ヰ

11211 l ，；上り係リI' o 

いUl) El Mercurio, 21 de fehrern, 1976 

(i主12〕王：zλfer，ιurio,1:l <le junio, 1976‘ 

( ;U3) Ercilla, no. 20計9, 26 de marzo I dじ

abril, HJ75. 

〔位14) El Afercurio, 12 de rn出別入 1977

才LiI‘l 977it'-J)i t 1：め：：, 十 〆 ＂j j ・; :: IトJのと」p';¥

恒治てキリノ？教民主党系と ）1 （， れ心一~.：｝人采 J半 u)·f

ti 物から｝王：主？によ J てれJI~止さ il f文おか事例ーの治以と

あ.Iこの この文＆It, I J ス・レ fニーア、と fント Lス・

叶＇• -・;- ！パ u （ソレ fi女待出Juシ主主Hllのそ jL・'H> j 

るー か＇） ノ、；司教l¥:.L完：のf,f'.，＇ぷ党大会：こ l’，Jけ叩り -Jの

政治基調滋；うであ J たとされて I.'CJ。こ (,l）よと，tr：エ‘壬

＂＇全土；が !fee・.:I ・メノLグザオ』紙に綿織されたが‘

の中台 i笥きはがJ；ヨヰニ！；司 7）策政と守一 ＇） ス入数民主三党し＇）現

状を総析し， fーヂ IJの危機をれliMすえ』ためにj J プ、

J イエスl立共t主党との協力を主張し，アンドンス・

什ノレティパルはあくまでも生IUn:i,f;<!iJJをねうことを：主
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張している。車事政像；t，このことを理f'iに，キリスト

教民主党fiけでなく，全政党を非合法化しに。

C/115) っし、でに千j,i してわくと， 1976年の末iζ，

アメリカのし院で多国籍企業と CIAがγ ンェンデ政

権を「揺さ JるためJ i己巨額の資金をエノL・メんクリ

オ担やキりスト数民主党などの反政府努力iこ提供した

ことが暴以され介。.，.,c・メルタリオ社とキりスト教

民主党はこの事実を治定しfこか，この暴泌；1キりスト

数民主党の威信をかなり傷つけf：ょうた。

(/116) Mensaje, no. 226, 197-1. 

(/U7) El Comite Permanente de la Conferencia 

Episcopal de Chile，“Nuestra convivencia nacional", 

El Me門川・io,26 de marzo, 1977. 

（註18) Posicion politica cle los obispos, El 

Mercurio, 26《lemarzo, 1977. 

むすびにかえて

以上，軍事政権によるクーデケー以後の「国家

の再建」の過程を，基本方針、経済政策，批判勢

力に焦点をあて，そのおのおのの「論理Jをみる

という視角から，艶史的背景・経緯も含めながら

概観してきた。

ここで明らかになったように，この「再建jの

本質は，政治的，経済的，社会的にみて， 50年代

以降のチ 1）社会の 3大政治勢カー一国民党，キリ

スト教民主党，人民連合～ーのうち，基本的には

国民党によるそれであって，それが「反共j f国

家の安全保障Jを正面にすえて，新しU、装b、（権

威主義的政治体制）をまとって箪部・警察と結合・

協力して戒厳令体制を最大限に利用しながら再登

場してきたものと言うことができる。いわば， 60

{f，代に至って勢力後退が著Lか什たチリ保守勢力

の巻き返しにほかならない。これ以上のことはみ；

摘でみてきたとおりなのT，ここでは繰り返さな

u、。

これからの緩盟であるが， 1977年 7月，ピノチ

L ツト大統制は， 81年までを f回復期J, その後

チリ軍事政権力 f国家の再建」について

の10年間を「移行期・制度定着北の時期Jとする

ことを明らかにし， 91年以降政権を徐々に民間

に移す旨の演説を行なった。 （政党や戒厳令がどう

なるか，選挙はどうかとヤったことは不明〕。緩やかな

正常化と呼ばれているこの議会制民主主義の超党

．権威主義体制化の計画が民主主義の歴史の長か

ったチリでそのまま実現されていくのかどうか，

政治活動が禁止されている現在，キリスト教民主

党やカトリック教会の「民主化要求」が力を得て

軍事政権が政策上の一定の修正を余儀なくされて

L、くのかどうか，政治権力の恥むが軍部・警察に

ある現在，予ffi.1］することはむずかしヤ。ただ，この

ままいくとすれば，軍政が1973年のクーデターか

ら約四年続く計算になるし，民主化要求を政権が

受けいれるとしても，キリスト教民主党が軍人の

国政参加を認めている以上，従来の民主主義体制

とは異なったものになってゆくものと思われる。

いずれにしても，この「再建Jが保守勢カの主導

権の確固たる＠］復をめざしている以上，これが達

成されるまで戒厳令体制は続くであろう。

また経済的には，外資・民間依存型の開放的自

白主義経済体制の原則l土堅持されるであろうし，

経済拡大政策が徐々に適用されていくと思われ

る。軍事政権の経済当局者は， 1977年の経済成長

率を 5～6%，インブレーシ当ンは 100%以内に

溶着くものと予測しているが，今後の経済の動向

は，銅のl通際市場価格の動き（現在50数セントと相

川二低迷している〉に大きく依存するものと思われ

る。し、わゆるアジェンヂ政権は平和裡の社会主義

への移行とレう大きな実験として歴史に残ぺた

が，軍事政権の経済政策も戒厳令体制下の徹底し

た自由化の実験としてあるいは樫史に残る実験と

なるかも知れない。犠牲の大きい実験としてであ

る。

83 



1977100086.TIF

〔付記〕

最後に個人的な感想、を記しておきたい。本干潟の筆者

は，本稿で先限とした時期の最初の半分近くにあたる

1973年4月から 75年3月までの 2年間，チリの農業

経済の勉強のためにサンティアゴ市に滞在していた。

このため，はからずも，アジェンデ政権末期の状況，

クーデター，軍事政権の登場を目撃するはめになった。

すなわち，メi時筆者はチリ大学社会経済研究所tこ準客

員研究員として籍を援かしてもらっていたが，この研

究所はアジェンデ派だったために， アーヂターの際巻

き込まれ，同僚の 1入は死亡， 4人が国立競技場に連

行され，所長は軍事政権に出頭命令を受けて外国大使

鉛に亡命，残った研究員も約30人がヨーロッパやメキ

シコなどに亡命T，研究所は閉鎖された。連行された 4

人は2カ月後までに全員無第で釈放されたが：l人は亡

命した。このクーヂ、ターのため，当王者は当Ii寺の筆者の

知人とのほぼすべての関係を失った。当時は獄事政権

・国民党とキリスト教民主党の蜜月時代で， ttぺf主主義

の圧政からの解放を祝って，マスコミは連！J洪＊のよ

ろに打倒されたアジェンヂ派をさらに徹底的にたたき

のめすことをやっていた。そして f被数民主主義Jの

立場からアジょンデ政織の「全体正義」に反対してL、

た人々が，やがて少しずつ f複数民主主義」の限界を

説き始め，世の中が大きく右舵一杯に街）＼、て＇，べのが

見えた。ニの時期にアジェンデ派の人権を憂！撃してレ

たのは，司王者の知制緩り，凶際赤十字，凶i選議機関と

カトリック教会であった。本稿でみたように，このカ

トリック教会も分裂していて，クーヂ々ーをめくって

新約型議・そこのけの大変な務藤を演じでし、たれ なぜこ

んなことを知っているかと詰えば，本干潟でみたカトリ

ック左派のJンサ fJ ・アロージョ（GonzaloArroyo) 

神父がチリ大学で筆者が参加していた幾業経済ゼミナ

…ルの主任教授だ d Jたから＜：ある。クーテ、ゲーは私達

が長基本欄査にHJかける寸前に起こ叶たのこの fぶどう

洞を飲みi画家て；赤くなった幼主（Elcura curndo）とn
われてし、たヶ・l＞サロ・アロ…ジョ教後は， クーヂ 7ー

の後，京事政権側かん粛々たる非難をあひ，見、主無援

の活動をhh・ ，た末，亡命を余儀なく主れたっこの人

が現在どこにu、るのか筆者は知らない。 1対’党所が閉鎖

されたために身の鐙き所がなくなった繁華r1土，半年後，
レッド・ノごいm ジがすんだチリ大学の好意で今度は同大

学の経済研究所に絡を僚かしてもらろことになり， f.'1

Hi=:聞ここにL、た。この研究所には獄事政権の経済議員
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間が大勢いて，所長はシカゴ学派の重量真，アルパロ・ノミ

ルドン（AlvaroBardon）教授であった。この人は有

名な学者で，かつてアジェシヂ政権の時代に官僚主義

的な銀行j重有化方式iこ反対して， 「銀行は労働者のも

のでなければならなヤj悦 IJとして，多数派の労働宥

による自主管理経営方式を主張してやまなかった人

で，現在はチ lJ中央銀行総裁とし、う要殺にある。また

銀行；土労働者のものにはなりてはャなし、ょうだ。また

この研究所で筆者にL、ろヤろアドバイスしてくれたの

は，国民党系の有名な農業経済学者のホセ・ガリド

(Jose Garrido）：教授で， γジェンデ、政権時代にはゴJ

サロ・アロージョ教授の論争相三手だ J ，た人であったc

紙数がないので書けないが『著書するに，筆者；主‘ ヴ

ーデゲーをはさんで，左派の人ともお派の人とも接l,

またいろいろなことがあうたために，人民連合派，キ

＇） てト教民主党派，同民党派， i；三者三践のすさまとし、

までの闘志，憎悪，解放，苔襲撃，不安，涙．の呉体的

後相を断片的ではあるが知勺ている。そしてアジエ／

ヂ政権とそれ以降の時期が，大変な「政治の季節jで

あり，家庭が割れ，事草場が割れ，学校が斜れ．地域が

害I］れ‘社会が知れた大網争の時期であったL，現にあ

ることもしクーデダーの犠牲者が公式発表で約2000人，

CTA en推計で 1万2制約人，噂で削on～：l)j人‘亡命？？

約 l7750州人，軍事政権Tの失業者20%「1976年；lJl ) ' 

！司外流出trが労働力の10%，チワの人口はH本の10分

の1だから，約 10倍すれば一一比較はむずかしL、が

l::l 4,:0:）場？，としてili:似的tこ想定しうるかと恕Lわれ

るが， アジコニンデ政権期かe"：，京一事政権にかけての様相

；土ーヂりの歴史では今世紀長大の大変動なのである。

本絹iのさま者は，この大変動実~を経験した 人として予

アジェンヂ政権期のチ IJ社会につし、て別秘を準備中 vで

あるが，ともあれ，この大変動の傷跡が出御するには，

「）正常化J や「再建！とはか泊aわりなく 付言すれ

ば，本稿第 I 節でみた議イti~子第 5 号（第 1 節t主 2 ）の

2起訴的内谷は今も市iこ浮レたままであるーーおそらく

相引の年）j が必要起であり‘多難たII年代がゐ；お；＼，，＇~くとド

うえ1がするの (HJ771]：討 JJ:m 11 J 

(d：会 I) ｝主ardon‘Al、・≪ro, “Los ban山川 deben吋 I

de los trabajadores'', i¥f，’ns，りe,no. 1Y7, 1971. 

（調合：iilf守〕：剖u


	はじめに
	I 軍事政権の基本方針
	II 経済再建政策とその効果
	III 軍事政権と批判勢力
	むすびにかえて

